
京都市指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程を公布する。 

  平成３１年３月２９日 

京都市公営企業管理者   

上下水道局長 山添 洋司 

京都市上下水道局管理規程第１３号 

   京都市指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程 

 京都市指定給水装置工事事業者規程の一部を次のように改正する。 

第２３条各号列記以外の部分中「給水装置工事は」の右に「，条例第６条の３に規定す

る特定区間以外の区間において施行する給水装置工事であって」を加え，「の各号」を削る。 

別表第１外部接続工事の項中「４，２００」を「５，４５０」に改め，同表内部工事の

項中「３，８５０」を「５，０５０」に改め，同表水洗便所築造のための増設工事の項中

「９５０」を「１，２５０」に改め，同表その他工事の項中「１，９００」を「２，５０

０」に改める。 

別表第２外部接続工事の項中「６，９５０」を「８，６００」に改め，同表内部工事の

項中「６，６５０」を「８，２００」に改め，同表水洗便所築造のための増設工事の項中

「２，７５０」を「３，１００」に改め，同表その他工事の項中「３，４００」を「３，

９５０」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は，平成３１年４月１日から施行する。ただし，別表第１及び別表第２の改

正規定については，平成３１年５月７日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規程による改正後の京都市指定給水装置工事事業者規程の別表第１及び別表第

２の規定は，平成３１年５月７日以後に京都市水道事業条例第５条第１項の規定による

承認を受けた給水装置工事について適用し，同日前に承認を受けたものについては，な

お従前の例による。 

（上下水道局水道部水道管路課） 


